離　婚　協　議　書

田中太郎（以下、「甲」という）と田中花子（以下、「乙」という）は、離婚することに合意し、協議離婚の届出をなすに際して、財産分与、子の処置等に関して、本日、下記の通り契約を締結した。
1. 甲乙間の未成年の子一郎（平成１年１月１日生、以下、「丙」という）及び次郎（平成２年２月２日生、以下、「丁」という）の親権者を乙と定め、同人において監護養育する。
2.(1)甲は乙に対し、財産分与として、金５００万円の支払い義務のあることを認め、現金による一括払いにて支払う。支払期限は平成８年８月８日とする。
　(2)甲が上記(1)の金員の支払いを遅滞したときは、遅滞の日から支払い済みまで年２割による遅延損害金を付加して支払う。 

2.(1)甲は乙に対し、慰謝料として、金５００万円の支払い義務のあることを認め、平成８年８月から平成９年９月まで毎月末日限り金５万円ずつ合計１２回の分割にて、毎月末日限り乙名義の口座に送金して支払う。
　(2)甲が上記(1)の金員の支払いを遅滞したときは、遅滞の日から支払い済みまで年２割による遅延損害金を付加して支払う。
3.(1)甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、平成８年８月から丙が２０才に達する日の属する月まで、月額８万円ずつ、毎月末日限り丙名義の口座に送金して支払う。
　(2) 乙は上記(1)の養育費が諸物価、教育費の上昇により不相当になったときは、甲に対しその増額を申し入れることができるものとし、甲は乙の申し入れに対し誠実に対応するものとする。また、両名の子の中学又は高校又は大学の入学に際し多額の入学金等が必要な場合には、乙は甲に対し入学金等につき応分の負担を要求することができるものとし、甲は乙の要求に対し誠実に対応するものとする。
4. 甲は、丙及び丁と毎月１回程度の面接交渉ができることとする。但し、その日時、場所、方法は、丙及び丁の福祉を害することのないよう、甲乙が事前協議して行うこととする。
5.甲乙は、本件は以上の条項ですべて解決済みであり、互いに他に何らの債権債務のないこと及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。 

6.甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
7. 乙が本契約書の趣旨の公正証書作成を請求する時は、甲は請求に応じるものとする。但し、公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。 

以上の協議成立の証として、本協議書２通を作成し、甲乙各１通を所持する。
平成８年８月８日 

甲　　大阪府大阪市都島区都島中通２－１８－２６  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

乙　  大阪府大阪市都島区都島中通２－１８－２６  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

